
3．精神科病院関係資料  
（1）精神保健福祉法平成18年10月施行の状況  
ア 特定病院の認定状況等  

H19．1．1一日19．12．31  

イ 措置定期病状報告件数  
H19．1．1■｝H19．12．31  

入院指定病院働   特定病院数  特例措置を採る ことができる応急   特定医師による 医療保護入院勤  特定医師による 医療保護入院数 （第33粂第2項）  特定医師による 応急入院数   

北海道   5  0   口  10  
7  2           青＿一森  0  

岩 手  0  0  0  0  0   

宮  城   2   0   2     0  口   
塾旦  巴   0   0   0  

山 形  3  

福   
3   3  3  0  

島  3  3  O  0   0   

茨  城  5  5  0  0  0   

▲廟．▼▲本   P  0  0   0  0   
群  馬  5   3  0   0   

埼  玉   2  口   ロ   0   

至 葉 
＿  

3   0   

東  京   2   21   0   0   

且奈刃1 互   0   0  臼  P   
新  潟   0   ロ  0   
草＿ 山   3   0   3  2  5  
考＿jlt   日   0   0   0   

▼橿二井   0   0   0   6 
虹＿．．梨   「   7   0   O O 

長 野＿   0   0   d 

噸【＿＿▲＿阜   5   5   4   4   0   

静  岡  7   8__ 6   口  ロ   
愛 知   g＿  0  0   0   0   

三，屋＿   
＿   

5  5   9   4  0   
憂」「貧   し   旦   0   

j  ▼   2   2 0   

A ＿晩．＿   3   10   8   3   

具▼J露．   り   1．．し   7   7   0   

套＿＿良   O 0   0   

和 歌 山  田  口  3   2   0   

息▲ 取   3   0   q．  口  
▲島、．＿根   日   0   

」卑辿＿＿   巴  0  ＿0   
旦  ▼ 旦   リ   0   

辿＿ 旦＿▼   6 _ 旦   P   q   

徳  島   0  0   O O 

香  川   3   3   o _ 0   

＿旦．▼媛▼．  3   0   う  す  0  
＿基 ＿粗   阜．   旦．   4   2   0   

＿麺＿【阻   0   0   旦  す 
佐‖一 賀   3 _ 3   _33 0   

▼＿長 塵二   1＿＿   p＿．   0   

塵 本   田   2   O _ 0   

大  分   0   0   0   0   0   

革∴＿＿崎   3   2   d 
鹿児 島   6   0   0   0   

沖  縄   4   4 3   12   

札 幌市   0   d   0   0  0   

」虹旦車   0   d 0 0   

さし1七重亘   P   0   0   0   0   

規市   d 0   O O 0   0   

O 0   軽重二面  匹  3   
」しL崎市▼   0   0   0   0   

＿新潟一車   0   O _ 0   O _ a   

静 岡 市   口   
葵．＿牲市   ＿ 2   

乱立＿曇市   4   ユ0   6   

泉＿＿恕市▼  4  4   0  0   

太 P   口   0   

．．  0．   0，＿   P   0   O O 

神 戸 市   3   ゴ   6. __ 0   0   

＿広島＿＿車   享   2 _ 2   口   訂   
軋九姐亙   0   O _ 0   0   0   

0   

● 
0   0   0   0   

合 計   132   152   122   76   21   
資料：精神・障害保健課調   

措置入院者の  
3ケ月後定期  
病状報告件数   

北海道  12   
2   青⊥象．  

蔓 享  6   
9   

3   宮  坂    秋 田  
＿辿 形，．   8   

j高 展 10 

象 城   」9 
」玩本 
群  馬   0   

埼 玉   45   
モ．葉   嬰   ▼   

稟， 京   7＿亭鳳   

裡＿奈川   11 

新  潟   4   

＿革ノ山   釘   
jL＿．一旦L   
鎧一度   2   

山  梨 14   

長  野   由   
嘩∴⊥呈   5   

静 周 ヰ 
里 粗   1p   

＿三▲ 重   

謹  賀   10   

東． 郁   
大  阪   46   

兵 ‖庫   
奈‖阜   7   

和一歌山   
蔦  8 

息 頒   
直二 山   1t   
広＿ 島   ？5   
山  口   25   

徳＿．． 島 ヰ＿   

季 
愛  嬢   5   

高  知   5   

福  岡   由   
佐 ▼睾   」阜   

15   

長 崎    蜃 本   20   

麦 口   

鹿虎  匹   
▲．沖 ＿＿“鎧   

札幌＿＿市   

イ山台市   
さい有言示   5   

壬」象市   
＿   

5   

擾」眞車＿  

川崎市   
新 潟市   6   

静岡市   
薮松市．   

ネ古畳示   写6   

京都市   1蔓   

真二塵丘   8   

堺 市   口   

軒 
広島市   
北九州市   18   

市   
合 計   860  
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ウ 精神医療審査会の委員数の変化  
平成19年10月1日現在  平成18年10月1     日現在  

精神障害者 のに  
医環関 し学識素量崇  
を有する看   

北海道   9    3  
9  日  森  3   

9   岩  手   3   15         3   

宮  城   9   4   3 _1616 
秋  田  12   4   4   

山  形   9   4  
6  4   4  14   福  島  

茨  城   7   5   一   3  15   

新富   9  3   3  

群  馬   14   4  5  23   
埼  玉  12   4  4  20   
千  葉  12   4   4  ∴如   

東  京   19  ロ   6  32   

卵奈川  9  3  3  1亘   
新  潟   12  4  4  20   
富  山  8   5  2  
石  川   6  2  2   

福  井   9 3.3. 3  15   

山  梨   9   3  15   

長  野   9  3  3  15   

岐  阜   9   3   3  15   

9  静  岡  

12   
三  重   12 _ 3   18   
鹿 賀   14   5   5  24   
京  都  9   3   3  15   

大  阪   15   5   阜  25   

兵  庫   12   4   旦  亘す   
奈  良   12 _ 4   4  20   

和 歌 山   3   6  

鳥 2   4  

島  根   3  6  20   
岡  山  12   4   4  二亘   

広  島   12   4   4  20   
山  口   3   9  3  
徳  島   2 12 8  2  
香  川   5 19 9  5  
愛  媛   12 _ 2  4  18   

高  知   10   4   7  21   

福  岡   4  
佐  賀   6  4   15         5  

長  崎   円  4  

熊  本  5   5   
7   

大  分   15      9  3  3   
宣  崎   8   3   4   

．  

鹿 旧 島  9  旦  3  15   
沖  縄   6_  4   4   

札幌市  6  二3  2  皿   
3   3  15   仙 台市  9  

さいたま市   6_ 2__ 2  10   

干葉市   9__ 3  

横浜市   6  3  2  Ⅶ   
牡嘩車  6  2  2  10  
新潟市  
静 岡 市   9   4          5   18   
浜松市  

冬草屋市   12   4  4           二重   

重野市   8  4  4  」卓   
大 阪市   6 _ 2   2 10 

2   2  f訂   

3   

巳    堺 市  6        葡声示  9    3  Ti  広 島市  12  4  4  20  北九州市  6  3  3  巴  福 岡 市  9  5  4  〉う8  全国平均  9．5  3．6  3．6  16．7  

増減   

精神障害者 の医に  
療開 し学識権躾  
を有する者   

0   0   0  0   

0   0   0  0   

0   0  

0   0   0  0   
0   0   0  0   

0   0   0  0   

0   0   0  0   

0   0  

0   0   0  0   
0   0   0  0   

0   0   0  0   

0   0   0  0   

0   0   0  0   
0   0   0  0   

0   0   0  0   

0   0   0  0   

0   0   0  0   
0   0   0  0   

0   0   0  0   
0   0   0  0   
0   0   0  0   
0   0   0  0   
0   0   0  0   
0   0   0  0   
0   0   oll oo 
0   0   0  0   
0   0   oll oo 
0   0   OII OO 
0   0  ロ   

0   0   OIJ OO 
0   0   oll oo 
0   0   Ojl OO 
0   0   0  0   
0   0   0  0   
0   0   0  0   

0   0  l   
0   0   0  0   
0   0   0  0   

0   0   0  0   
2   0   0  2   

0   0   0  0   

0   0   0  0   
0   0  

2   2  5   

0   0   0  0   

0   1 O 

0   0   0  0   
0   0  

0   0   0  0   

3   1 5 

0   0   0  0   

6   3   2  

0   0   0  0   

6   3   6  15   

0   0   0  0   

－4   0   4  0   

0   0   0  0   

0   0   0  0   

0   0   0  0   

0   0   0  0   

0   0   0  0   

0   0   0  0   

0．3   0．2   0．3  0．7   

精神障害者 の医に  
療蘭 し挙証経験  
有する   を者   

9  3  3  15   
9   3   3  15   
9   4  3  16   

9   4  3  】6   
12   4   4  

9   4  4  i   
6   4   4  14   

7  5   3  

9   3   3  15   

【‾一   4  5  
1す  4  4   
12   4   4  元 
19  7   6  

9  3   3  15   

12  4   4  盲訂   

8  5  2  1も   
6   2   2  10   

旦   3   3  ＿1旦＿   

9 _ 3   3  15   
9   3   3  15   

9 _ 3  3   
6  21   9  6  

12  4   4  26 
12   3  3  18   

5   5  24   

9  3   3  15   
5   5  25   

12   4   4   

1   4   4  20   

3   6   

5 _33  4  1   

口   3   6  20   
12   4   4  皇す   

12   4   4  20   
9  3   3  

8   2   2   ー＿ 

9  5  5  19   
13  2   4  19   

10   4 _ 7  一旦1   

12  4  4  、些   
6   4   5 __155 

13   4   4  阜1  
17   ロ  5  5   

9   3   3   

4  3  15   

皿  4  5  20   
6  4  4  14   
5   3   3  

9 _ 3   3  15   
2  7  2    打   

9   3  15   3  
9  4   3  16   
6   2   2  

6   3  2  り   
9   5  4  1 
6   3  6  15   

1亭一  4   4  二二重 

4   4   8  1旦一   

6  2   2  10   
6   2  2  1P   

‾   9   3   3  15   

4   4  20   

3   3  12   
9   5   4  18   

9．5   3．6   3．8  16．9  

資料：精神・障害保健課調  

注）全国平均は、縦計を都道府県数で除し少数案2位を四捨五入しているので、合計や増減が一致しないことがある。  
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（2】一関設者別精神科病院数及び精神病床数の年次推移  

（各年6月30日現在）  

総   数  国  公  立  その他  

年 次  国  都道府県  市 町 村   公的医療機関  計  （法人・個人）  

病院数  病床数  病院数  病床数  病院数  病床数  病院数  病床数  病院数  病床数  病院数  病床数  病院数  病床数   

昭和45年  1，364  2月・2．022  63  7．428  64  16．028  81  7．828   47  5．268  255  36．552  l，109  205．470   

50   †．454  27’5．468   70  8，606   66  略727  83  8．141   50  5．975  269  39．449  1，185  236．019   

55   1．521  3C14．469  79  8．984   68  17，220  84  8，045   50  5，857  281  40，106  1．240  264，363   

56   1．546  311月01   82  9．140   70  り．248   84  8，1了7   50  5．843  286  40，408  1，260  271．493   

57   1，570  318．186  84  9．180  70  17．082   84  8．248   50  5．843  288  40．353  1．282  277．833   

5∂   1，585  324．004  87  9，267   け108  84  8r131   50  5．876  292  40．382  1．293  283．622   

59   1，597  329．806  89  9．256   73  16．961   83  8，044   50  5月06  295  40．167  l，302  289．639   

60   1．604  333．570  89  9．240   74  17．006   83  8．135   50  5．882  296  40，263  1．308  293．307   

61   1．610  339．161   91  9．306   75  り．179   8l  7．950   50  5．973  297  40．408  1．313  298，753   

62   l．627  345．494  91  9．327   75  17．143   81  7．981   5l  6．033  298  40．484  1，329  305．010   

63   1－641  35l，358  91  9，276   76  17．138   82  8．043   51  6，033  300  40．490  1．341  310．868   

平成元年  1．648  355．089   91  9，284   77  17．112   83  8．101   51  6．073  302  40，570  1．346  314，519   

2   1．655  35；∋．251   91  9．304   78  T7，275   83  ‘＝5†   5l  5，952  303  40．682  し352  317，569   

3   1．660  36（〕．303   92  9．344   了7  l了．224   83  8．151   51  5．915  303  40．634  1．357  319．669   

4   1，663  361．830  92  9．344   78  1了，274   a3  8．231   52  5，985  305  40．834  1．358  320．996   

5   し672  36二i．010  92  9，332   78  17．274   82  8．128   53  6．075  305  40．809  1．367  322，201   

6   1．672  36ご乙692  92  9．332   7β  17．210  82  8，134   53  6．049  305  40，725  1．367  321．967   

7   l．671  362．154   93  9．324   79  17，206   82  8．079  53  5，762  307  40．371  1．364  321．783   

8   1．667  36l．053  93  9．347  80  17．227  82  8．083   52  5，685  307  40．342  1，360  320．711   

9   1．669  36（〕，432  93  9，357   82  17．392   82  8，048   59  5．971  316  40．768  1．353  319．664   

10   】．670  355）．563   94  9，332   82  】7，338   82  7′950   50  5．514  308  40．134  1．362  319．429   

1，670  358．609  94  9．207   83  17．207   82  7，870  49  5．432  308  39．716  1，362  318．893   

12   1．673  35臥597  93  9．075   85  17．259   82  7，879  49  5．239  309  39．452  1，364  319．145   

13   l．669  35了．388  94  9．081   87  17．091   7【i  7，657   49  5．116  308  38．945  1．361  318．443   

14   1，670  35（；．621   93  9，071   88  17，144   77  7．550   49  4，985  307  38，750  1．363  317，87l   

15   1．667  35三i，269   93  9．059   87  16．747   76  7，503   48  4．753  304  38．062  1．363  317．207   

16   1，671  35Jl．923  92  8．711   86  16．431   76  7．446   47  4，596  30l  37，184  1．370  317，739   

17   1．671  35ょし313  91  8．577   84  15．851  74  7．200   46  4．456  295  36．084  1．376  318，229   

資料二病院報告  
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（3）精神障害者申請・通報・届出及び処理状況の年次推移  
請     通  報     届  出  件      数   診 察 を 受 け た 者   

総  
精神科病  リ診察の  

ら  必要がな  
請   

らの通報   
届出  

いと認め  
計   かった者  

た者  

3   997   125   487   908  25，661  1，766  16，820  6，625   76  

4   364   720  16，469  1，930  9．383  4，617   126  

5   30   341   371  9，556  1，956  4，791  2，433   82  

6   32   328   292  8．964  2，277  4，110  2，452   66  

3   30   327   257  8，390  2，405  3，438  2，376   69  

6   24   279   260  7，480  2，00了  3，293  2，030   62  

4   26   250   四  6，952  1，977  3，060  1．851   54  

6   263   6．480  1，990  2，727  1，715   45  

5   14   264   145  6，040  2，037  2，313  1．639   43  

0   18   234   5，480  1，905  1，94了  1，582   44   

0   276   5，864  1，913  2，239  1，629   48  

4   26   295   65  5，702  1，850  2，246  1，624  

3，665  1，058   12   278   5，646  1，902  2，164  1，586  

3，581  1，026   246   5．460  1，745  2．283  1，421  

8   277   54  5，544  1，655  2，530  1，370  

3   13   253   48  5，642  1．769  2，643  1，257  

1   12   230   60  5，758  1，721  2，732  1，230  

4   10   61  5，929  1，612  3，074  1，196  

0   14   257   49  6，417  1，815  3，430  1，156  

6   237   49  6，540  2，004  3，358  1．164  

4   977   311   52  6，472  2，126  3，240  1，091  

4   14   325   45  7，014  2，323  3，497  1，177  

1   39了   44  9，591  3，402  4，546  1，641  

C   495   60  10，09了  3，716  4，497  1，875  

3   10   852   45  11，053  4，252  4，了92  2，009  

司   16  1，266   37  11，776  4．768  4，965  2，028  

5   1，562   13，690  6，470  5．038  2，1了5  

5   985   25  1，909   27  13，687  6．728  4，904  2，081  

月   8  2，217   田  15，451  8，002  5．273  2．059   

申  

年  

一般か  

の申   
次  

昭和45年  17，16   

50   9，08   

55   3，52   

56   3，03   

57   2，21   

58   2，05   

59   1，74   

60   1，33   

61   1，12   

62   79   

63   74   

平成元年   73   

2   

3   

4   45   

5   46   

6   50   

7   39   

8   47   

9   38   

10   41   

11   43   

12   51   

13   48   

14   56   

15   

16   40   

17   35   

18   37   

資料：衛生行政報告例  
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（4）都道府県別精神科病院数、精神病床数及び在院患者数等の状況  （平成17年6月30日現在）  

人  口  精神科  
千人  患者数  入院者数  措 置  利用率  B／A  

病院数   在院患者数   入院者数  （％）  （％）   
北海道   3，747   89  14，212   37．9  12，888   34．4   42   0．11   90．7   0．3   

青  森   1，437   25   4．715   32．8  4．131   28．7   23   0．16   87．6   0．6   

岩  手   1，385   22   4．840   34．9  4．526   32．7   36   0．26   93．5   0．8   

宮  城   1．335   22   3，847   28．8  3，477   26．0   14   0．10   90．4   0．4   

秋  田   1，146   27   4，437   38．7  4，137   36．1   10   0．09   93．2   0．2   

山  形   1．216   18   3．599   29．6  3．253   26．8   19   0．16   90．4   0．6   

福  島   2，091   37   8，062   38．6  6，968   33．3   31   0．15   86．4   0．4   

茨  城   2，9了5   3了   了．697   25．9  6，98丁   23．5   39   0．13   90．8   0．6   

栃  木   2．017   28   5，400   2（S．8  4，901   24．3   82   0．41   90．8   1．7   

群  馬   乙024   20   5．388   2（；．6  4，954   24．5   15   0．07   91．9   0．3   

埼  玉   5，878   54  11．803   20．1  11．137   18．9   145   0．25   94．4   1．3   

千  葉   5．132   47  11．749   22．9  10，845   21．1   48   0．09   92．3   0．4   

東  京   12，577   118  25，568   20．3  22，902   18．2   232   0．18   89．6   1．0   

神奈Jtl   3．885   33   7，350   18．9  6，694   17．2   31   0．08   91．1   0．5   

新  潟   2．431   31   7．227   29．7  6，852   28．2   27   0．11   94．8   0．4   

富  山   1，112   32   3，600   32．4  3，468   31．2   23   0．21   96．3   0．7   

石  川   1，174   21   3，889   33．1  3，700   31．5   0．09   95．1   0．3   

福  井   822   15   2．391   29．1  2．203   26．8   16   0．19   92．1   0．7   

山  梨   885   2．599   29．4  乙332   26．4   16   0．18   89．7   0．7   

長  野   2．196   33   5．394   24．6  4．981   22．7   58   0．26   92．3   1．2   

岐  阜   2，107   20   4，320   20．5  4．055   19．2   27   0．13   93．9   0．7   

静  岡   3，792   39   7，309   19．3  6，482   17．1   24   0．06   88．7   0．4   

愛  知   5，040   39   8．924   17．7  8．434   16．7   52   0．10   94．5   0．6   

三  重   1．867   19   5．105   27．3  4，756   25．5   19   0．10   93．2   0．4   

滋  賀   1．380   12   2．417   17．5  2，108   15．3   28   0．20   87．2   1．3   

京  都   1，173   10   2，673   22．8  2，499   21．3   10   0．09   93．5   0．4   

大  阪   6．188   54  19．656   31．8  18，008   29．1   98   0．16   91．6   0．5   

兵  庫   4，065   29   8，213   20．2  7．859   19．3   32   0．08   95．7   0．4   

奈  良   1．421   10   2，979   21．0  2．551   18．0   13   0．09   85．6   0．5   

和歌山   1．036   13   2．587   25．0  2，335   22．5   6   0．06   90．3   0．3   

鳥  取   607   13   2，063   34．0  1．786   29．4   20   0．33   86．6   1．1   

島  根   742   18   2，659   35．8  2．454   33．1   21   0．28   92．3   0．9   

岡  山   1，957   25   5．860   29．9  5．212   26．6   26   0，13   88．9   0．5   

広  島   1，722   29   6，533   37．9  6．185   35．9   70   0．41   94．7   1．1   

山  口   1．493   33   6，297   42．2  6，035   40，4   18   0．12   95．8   0．3   

徳  島   810   20   4，213   52．0  3．895   48．1   31   0．38   92．5   0．8   

香  川   1，012   21   4，078   40．3  3．694   36．5   2   0．02   90．6   0．1   

愛  媛   1，468   23   5．156   35．1  4，626   31．5   55   0．37   89．7   1．2   

高  知   796   23   3．931   49．4  3，461   43．5   23   0．29   88．0   0．7   

福  岡   2．655   63  13．682   51．5  12，953   48．8   99   0．37   94．7   0．8   

佐  賀   866   19   4，477   51．7  4，178   48．2   55   0．64   93．3   1．3   

長  崎   1，479   39   8．311   56．2  7，660   51．8   5了   0．39   92．2   0．了   

熊  本   1，842   46   9，014   48．9  8，559   46．5   86   0．47   95．0   1．0   

大  分   1，210   29   5，460   45．1  5，325   44．0   34   0．28   97．5   0．6   

宮  崎   1．153   26   6，225   54．0  5．685   49．3   6   0．05   91．3   0．1   

鹿児島   1．753   51  10，063   57．4  9．599   54．8   96   0．55   95．4   1．0   

沖  縄   1．362   24   5，630   41．3  5，315   39．0   41   0．30   94，4   0．8   

札幌市   1．881   37   7，228   38．4  6．863   36．5   37   0．20   95．0   0．5   

仙 台市   1，025   14  2，129   20．8  1．781   17．4   4   0．04   83．7   0．2   

さいたま市   1，176  6  1．267   10．8  1．143   9．7   12   0．10   90．2   1．0   

千葉市   924  9  1．615   17．5  1，380   14．9   24   0．26   85．4   1．7   

横浜市   3，580  27  5，564   15．5  4，984   13．9   40   0．11   89．6   0．8   

川 崎市   1．327   8  1．587   12．0  1，368   10．3   10   0．08   86．2   0．7   

名古屋市   2．215  16  4．807   21．7  4．322   19．5   44   0．20   89，9   1．0．   

京都市   1，475   13  3，933   26．7  3．611   24．5   4   0．03   91．8   0．1   

大阪市   2，629  5  235   0．9   187   0．7   0．00   79．6   0．5   

神戸市   1，525  13  3．677   24．1  3．331   21，8   9   0．06   90．6   0．3   

広島市   1，154   14   3，000   26，0  2，862   24．8   70   0．61   95．4   2．4   

北九州市   994   19   4．193   42．2  3．857   38．8   23   0．23   92．0   0．6   

福岡市   1，401   23   4，086   2臥2  3，879   27．7   25   0．18   94．9   0．6   

合 計   127，767   1，671  354．923   27．8  326．613   25．6  2．276   0．18   92．0   0．7   

前年計  127，290   1，667  355，269   27．8  329，555   25．6  2．414   0．19   92．8   0．了   

資料：1人口は国勢調査による（総務庁統計局）。  

2 精神科病院数、精神病床数及び在院患者数は病院報告による。  

3 措置入院者数は国立精神・神経センター精神保健研究所、精神・障害保健課調べ。  
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（5）都道府県別一入院形態別実地審査状況－①  
平成1                8年度  

審査の結果処遇改善命     p令  

任意  措置  医療  応急  ム計  任意  措置  医療  応急  A壬  任意  措置  医療  応急  合計   入院  入院  保護  入院  ロ己  入院  入院  保護  入院  口計  入院  入院  保護  入院   

呈L垂」直■  

jL【屋  

資料：精神一障害保健課調  

－47－－   



（5）都道府県別・入院形態別実地事査状況－②  
平成18年度  

精神  

任意  措置  医療  応急  合計  任意  措置  医療  応急  A昔  任意  措置  医療  応急  合計   入院  入院  保護  入院   入院  入院  保護  入院  日計  入院  入院  保護  入院   

北海道  0  0  0  
0  
0   

宮  城   0  0  0   ＿0   
0   

辿′形  
福島   

0   

0   

塙一 重 
千  葉   ．   

東 意   ．＿9  
．q   

新  潟  0  0  0   
富  山   0   

青 石「 0  0  0  0  P  0二  p 
葡 ‾‾弁  0  0  0二  同  せ  8    β．  p＿  一p．  

p  

0   

0   

静  岡  0  0  0  0  0  P  す  0  0  0  0  ＿＿0．  0  0  旦   ‾▼  
憂 葡  古  0  0  ‾す  0  0  0、  0  0  0  0  ．q▼  p  ．軋  ．p   
＝  重   b 

0   
京  都  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
大  阪   す  

0   

す  
巳   

鳥 
島  0   

‖．  ＿，．    r   
町  

山  口   ．1．   

田  

2   

J  

高  知   p  

0  

0  

1  

0   

0   

q  

0   

6   

日  

0  

0  

0  

0  

0   

す  
0   

う   

田  

q  

0   

0  

＿9  
市  0  

全国平均  0．0  0．O10．O10．O10．0     10．0  0月Iq．110，O10．1     0．3  0．9  0．9  0．0  2．0   

資料：精神・障害保健課調   

注）全国平均は、縦計を都道府県数で除し少数第2位を四捨五入しているので、合計が一致しないことがある。  

－48－   



（6）都道府県別在院措置入院患者数（H14）  
「精神病床等に関する検討会」（H16）において地域格差が指摘  

裔
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蟹
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樽
コ
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嶋
Y
中
ロ
Y
 
 

‥□在院期間10壷以上こ  

F口在院期間5～10年  

サ在院期間1～5年  

†口在院期間6カ月～1年 r  

毒口在院期間3～6カ月  

弓団在院期間1～3カ月  

□在院期間1カ月未満  

－
＼
－
に
・
・
、
 
 
 

扁購ヨ ロ馨叫焉岬田㌫雪踏∃簡略射撃叶余噌哺聖区制哺  
別解轟∃哺暫耶腰暫岬哨岬帥崖濯ぎ草魚粥《や慢削理せ緊  

崖  増  

資料：精神・障害保健課調   

染
∃
 
 

判
照
害
 
 

蛛
理
 
 

∃
匿
 
 

正
志
 
 

躍
拡
 
 

刷
州
 
 

屈
伸
 
 

≡
購
賢
 
 

謙
∃
 
 

≡曹賛轟些照珊條咄世≡匿  
脚匝伽僻ぺ簾中腫頗叫く悼淀  



（7）都道府県別在院措置入院患者数（H17）  
平成17年も平成14年と同様に地域格差あり  

（人）  

東
亜
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胆
建
蛙
樽
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吏
嶋
Y
中
ロ
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…
田
口
■
口
 
 

在院期間10年以上  

在院期間5～10年  

在院期間1～5年  

「
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】
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】
。
．
■
r
－
り
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－
∽
○
－
 
 

在院期間6カ月  年
 
 

1
 
 

～
 
 在院期間3～6カ月  

臼在院期間1～3カ月  

眉垂匪担阻1垂旦毒草 

≡雪辱∃匿雌蝶誉田咄≡≡嘲梁塵堆口叫軍属∃瑠哺造機副峠♯旗∃囲≠論な＃扇匿繁踏璧噌曹柊椅噌噌讃 ヨ匿煙∃甑∃條煙横軸暫諏咄ぺ噛ヰ  
仲如横森淀城敲如義郎頗時日振ぺトせ粥創紫爬煙景刺せ噂些錯噴聖堂  

犀  露  世  

資料：精神・障害保健課調   



（8）平均残存率・退院率の推移  
平均残存率（1年未満群）  退院率（1年以上群）  

H12   H13   H14   H15   H16   H17   H12   H13   H14   H15   H16   H17   
北 海 道   31．4％   30．6％   30．7％   30，1％   30．3％   28．2％   26．1％   

森   
24．6％   23．6％   24．8％   22．4％   24．4％   

青  30．3％   28．2％   26．9％   ●l■   35．1％   27．3％   25．9％   21．7％   15．1％   26．6％   22．4％   29．6％   

岩  手   3臥7％   38．1％   36．8％   33．9％   33．0％   32．1％   28．3％   20．0％   20．8％   13．8％   19．2％   25．8％   

宮  城   28．0％   33．2％   31．2％   39．0％   31．4％   34．4％   23．9％   19．7％   22．4％   20．9％   26．1％   18．9％   

秋  田   30．6％   32．8％   31．8％   32．0％   30．2％   27．1％   25．3％   21．3％   23．9％   19，8％   26．9％   21，0％   

山  形   27．7％   28．2％   26．2％   25．2％   28．2％   23．9％   18．3％   23．3％   

島   

26．5％   27．8％   22．4％   22．0％   

福  32．8％   34．2％   31．0％   31．5％   32．7％   30．5％   22．0％   17．1％   13．4％   22．7％   18．2％   21．4％   

茨  城1  36．8％   31．9％  39．7％  33．5％  31．5％  31．3％  20．4％   16．6％   j2．3％   15．4％   j5．6％   j9．4％   ■茨  城  ■   36．8％  ■  31．9％  ■   39．7％  ■   33．5％  ■  31．5％  ■   31．3％  ■   20．4％  ■   16．6％  t  j首．誠   15．4％   j5．6％   j9．4％■   
栃  木   31．3％   28．3％   31．6％   29．6％   26．5％   28．0％   16．9％   17．9％   24．8％   19．0％   17．5％   18．8％   

群  馬   27．2％   28．7％   28．7％   30．4％   27．7％   25．5％   15．4％   16．6％   19．4％   14．3％   13．7％   14．2％   

玉   34．3％   35月％   34．9％   40．7％   32．6％   32．1％   38．1％   20．4％   39．3％   21．2％   20．7％   24．6％   

千  葉   32．5％   31．9％   32．9％   30．6％   2了．9％   27．5％   19．0％   14．8％   18．2％   16．1％   17．4％   15．2％   

東  28．8％   2（；．5％   26．7％   2（；．8％   25．4％   26．9％   29．0％   29．3％   24．1％   27．6％   25．9％   25．5％   

神 奈J】   33．1％   31．8％   33．1％   30．2％   29．2％   30．2％   25．6％   27．4％   20．8％   24．3％   25．2％   29．4％   

新  潟   31．0％   30．1％   31．4％   30．3％   26．1％   28．9％   18．5％   21．0％   18．7％   17．5％   16．7％   26．0％   

山   32．8％   37．3％   34．1％   30．6％   46．3％   30．1％   23．4％   15．9％   14．5％   70．9％   22．1％   27．4％   

石  Jl   37．7％   29．6％   30．7％   29．0％   32．7％   29．0％   29．0％   17．5％   20．2％   28．6％   21．6％   19．0％   

福  井   26．4％   24．3％   25．5％   24．5％   29．3％   25．3％   13．9％   18．7％   22．3％   20．3％   24．8％   23．3％   

山  梨   32，0％   27．1％   32．5％   34．0％   35．1％   34．0％   39．3％   15．2％   20．6％   14．4％   25．0％   17．4％   

長  野   24．8％   21．4％   25．2％   25．4％   24．3％   24．8％   20．4％   17．0％   18．6％   17．4％   21．0％   16．5％   

岐  阜   25．7％   27．7％   26．2％   30．2％   26．3％   23．2％   25．0％   15．5％   17，1％   12．5％   19．5％   14．8％   

静  岡   28．8％   30．0％   29．7％   28．7％   27．3％   26．0％   17．7％   24．6％   14．4％   14．9％   15．9％   17．7％   

愛  知   32．4％   32．1％   30．9％   30．8％   31．6％   30．4％   16．8％   18．1％   22．2％   20．3％   17．7％   19，8％   

重   30．2％   2臥8％   31．1％   27．9％   29．2％   25．8％   26．1％   20．2％   30．9％   21．2％   23．6％   27．8％   

滋  賀   25．6％   26．0％   29．9％   29．2％   28．3％   29．0％   11．1％   17．5％   21．8％   23．3％   31．2％   25．7％   

都   32．5％   32．7％   30．0％   32．1％   30．8％   28．7％   18．6％   27．5％   18．8％   22．5％   17．1％   16．5％   

大  阪   31．6％   27．8％   29．2％   29．1％   27．7％   28．4％   21．0％   21．1％   18．0％   23，0％   20．1％   22，6％   

兵  庫   34．8％   35．1％   33．0％   36．2％   34．5％   32．2％   16．0％   16．0％   21．0％   19．4％   19．2％   1臥4％   

奈  良   37，3％   32，4％   38．1％   31．4％   31．3％   35．7％   18．2％   27．5％   17．6％   25．0％   15．6％   22．9％   

和 歌 山   26．1％   32．4％   25．7％   31．2％   31．0％   26．4％   17．9％   13．0％   18．0％   19．0％   18，9％   22．9％   

鳥  取   26．2％   30．1％   33．4％   30．2％   25．0％   29．0％   13．6％   14．8％   18．2％   15．9％   18．8％   16．9％   

根   30．1％   30．2％   28．1％   30．6％   23．3％   26．3％   20．7％   36．2％   26．7％   25．0％   30．4％   17，0％   

岡  山   26．1％   31．2％   27．1％   27．2％   24．1％   24．0％   24．6％   23．3％   22．0％   29．9％   28．4％   23．2％   

広  33．0％   28．1％   31．4％   2（∋．3％   29．4％   30．3％   21．7％   22．0％   20．2％   20．3％   21，9％   24．0％   

山  口   35．1％   36．4％   36．9％   34．6％   33．8％   32．3％   22．6％   22．9％   

島   
16．9％   19．7％   17．0％   22．8％   

徳  
香   

32．4％   31．9％   38．6％   35．0％   32．7％   30．4％   13．0％   15．9％   19．2％   17．5％   16．3％   16．5％  

Jl   33．1％   30．3％   31．9％   29．4％   29．4％   24．4％   23．5％   22．0％   19．8％   16．7％   17．2％   19．8％   

愛  媛   33．9％   27．2％   35．0％   32．2％   30．4％   30．3％   16．4％   19．8％   22．0％   16．2％   16．4％   17．7％   

知   22．7％   25．6％   29．9％   26．2％   26．7％   22．3％   23．2％   23．1％   19．8％   25．3％   21．4％   25．2％   

福  岡   34．8％   35．2％   32．9％   35，4％   34．4％   31．2％   20．4％   24．3％   20．5％   23．9％   24．1％   20．0％   

佐  賀   31．8％   34，6％   36．7％   35．5％   36．0％   38．9％   25．3％   27．2％   24．8％   24．2％   22．5％   23．0％   

長  崎   36．4％   37．3％   34．2％   31．8％   32．8％   33，2％   19．7％   17．6％   15．0％   20．0％   19．0％   15．0％   

熊  本   28．9％   28．3％   30．0％   30．3％   29．9％   31．2％   21．3％   21．5％   13．6％   16．3％   19．2％   21．3％   

大  34．6％   36．3％   38．4％   39．6％   32．2％   30．9％   19．9％   21．2％   

崎   
29．3％   19．7％   19．4％   24．8％   

宮  29．0％   31．1％   31．3％   32．6％   33．4％   33．6％   17．1％   11．5％   11．1％   20．0％   23．5％   22．3％   

鹿 児 島   40．6％   39．6％   40．8％   37．9％   40．1％   38．3％   21．6％   17．6％   15．7％   17．6％   21．3％   17，7％   

沖  32．0％   34．3％   30．1％   34．4％   29．5％   27．3％   34．2％   22．2％   24．4％   24．7％   23．5％   22，9％   

全  国   31．6％   30．9％   31．2％   31．1％   30．1％   29．2％   22．3％   21．0％   20．6％   21．6，i   20．9％   21．4％   

資料：精神・障害保健課調   



4・榊科救急医療システム整備事業実施状況  
精神科救急の連絡を受けてからの流れ  平成2。年2月1日現在  

都道府県・   精神科救急   精神科救急情葡センター   
精神科救急情報センター   

指定都市名  事業名  がない場合の窓口  

（開始時期）  連絡調整機関  24時間精神医療相談窓口  受付晴間・スタッフ等   司              移送体制  精神科救急医療施設  精神科救急  支援病院  
北海道  北海道精神科救急   8   ・精神科病院協会  なし   精神保健福祉センター   平日   輪番制   69  ・公立病院   

（HlO～）  医療システム整備   道南   ・医師会  平日［8：45－17：30〕   （保健所）   【道南】5病院  ・精神科病院  
事業   道央（札幌・後志）  夜間・休日  【道央（札幌・後志）】27病院  なと   

道央（空知）  保健所  （緊急連絡網）   【道央（空知）】16病院  

道央（胆振・日高）  平日［8：45－17：30］  【道央（胆振・日高）】9病院  

道北  ・消防  ＊24粂通報については、休日も含  【道北】3病院  

オホーツク  め24時間受付。  【オホーツク】3病院  

十勝  ・各恩域  【十勝】2病院  

釧路・根室   精神科救急医療施設  【釧路・根室】4病院  

ほか  夜間【け00－9：00］  （各圏域1床以上）  

（年1回）  休日［9二00－17：00】  

十8ぎ「lク：00－17：001  

青森県  青森県精神科救急   6   ○県本庁分（年1回）  各圏域ごとの当番病院  平日のみ   輪番制   19  ・圏域内の各医療   
（Hll～）  医療システム整備   青森   ，県保健所   夜間い7：00－9：00］  （保健所）   【青森】4病院  機関  

事業   津軽  （6カ所、年1回）   休日［9：00－17：00］  【津軽】2病院  ・県立病院   
八戸  24時間精神医療相談窓口なし  【八戸】6病院  

西北五  ＊空床情報は他課が所管する救急  【西北五】2病院  

上十三  医療システムにより関係機関に捷  【上十三】4病院  

下北  供。  【下北】1病院  

（各圏域1床）  

岩手県  岩手県精神科救急   4   ・県医師会   岩手医科大学   各精神科救急医療施設（各圏域）  24条による診察  基幹病院   4  協力病院（精神科  
医療システム運営   県北   ・精神科病院協会  （精神科救急情報センター）   協力病院（上記以外の精神科病  警察  救急医療施設以外  
事業   盛岡   ・県精神神経科診療所  夜間：17こ00－22：00   院）  家族  の精神病院）  

岩手中部  （平日のみ）  各保健所など  県など   
県南   ■保健所長会  24時間精神医療相談窓口なし。  

・消防長会  
・県家族会連合会  
■救急指定病院  
・県警  
など  
（生2厄l）  

宮城県  宮城県精神科救急   ・県医師会   宮城県立精神医療センター  ○休日昼間   27  休日昼間   
（H9－）  医療対策事業  ・県精神科病院協会  平日のみ  当番病院が必要  

・県消防長会  通年夜間［1了：00－22：00】  院による  に応じて参加病院  
1県警本部  上記時間帯において精神医療相談  輪番制2病院（各1床）  に要請  
■消防  窓口あり  
など  ○通年夜間  通年夜間  
（不定期）   基幹病院  輪番制参加27病  

宮城県立精神医療センター  院   
（1銭≡）  

1
∽
N
－
 
 
 



4．精神科救急医療システム整備事業実施状況  
精神科救急の連絡を受けてからの流れ  平成20年2月1日現在  

精神科救急情報センター   
がない場合の窓口   

都道府県・  
指定都市名  

精神科救急  
医療圏域の数  

移送休制  
時間帯（窓口）   

精神科救急  
医療施設数  

精神科救急情報センター  
24時間精神医額相談窓口  

精神科救急医療施設   
（空床確保）  

連絡調整機関  
（年間開催回数）  

支援病院  

秋田県精神科救急情報センター  
夜間［17＝00－22．00］  
休日［9：00－1丁：00】  

輪番制  
秋田周辺 8病院（1床）  
本庄・由利11病院（1床）  

県内精神科病院  
医療システム整備  
秋田県精神科救急  事業  

県医師会  
精神科病院協会  
県警  

5  

鹿角・大館  
能代・鷹巣  

l秋田周辺  124時間精神医療相談窓口なし  l  l  l   

本荘・由利   34条による移送   
県南   ・県立病院  【鹿角・大舘】（1床）  

・精神保健福祉セン  【能代・庸巣】（1床）  

ター  【本荘・由利】（1床）  

（年2回開催）  【県南】（1床）  

＊全県拠点病院（県立病院）と  
合併症拠点病院（大学付属病  
院）、合併症付属病院を設置   

山形県  山形県精神科応急   2   ・医療関係者   なし   当番精神科救急医療施設   平日   輪番制   山  指定病院など   
（H12～）  移送医療事業   村山置賜  ・警察  24時間365日対応   （保健所）   【村山置賜】5病院（1床）  

最上庄内  ・消防  夜間・休日  【最上庄内】2病院（1床）   

・保健所  保健所（全4保健所）  （緊急連絡網）  

など  24時間365日対応  

（年1回）  ＊ただし夜間は連絡網（警備会社か  
ら保健所の担当者にオンコールに  
よる∩）  

福島県  福島県精神科救急  精神科救急ブロツ  ・県医師会   設置していない。   各ブロックの当番病院が対応。  措置入院34条の移  輪番制   34  ・県立矢吹病院  
医療システム整備  ク数4  ・県精神科病院協会  送  各ブロック1床確保  ・福島医科大学附  
事業  県北  ・福島医科大学  各保険所  属病院   

県中  ・県立病院  
浜通り  その他  

会津  ・県警  原則本人、家族によ  
・消防  る。  
・家族会  
・保健所  
など  
（年1回開催）  

茨城県  茨城県精神科救急   3   ・県医師会   精神保健福祉センター   ・県立友部病院   24条通報   024条通報   27  指定病院など   
（H8～）  医療休制及び県が  水戸・日立  ・県精神科病院協会  平日夜間［17：00－21こ00］   ・民間精神科病院   県又は警察   県立友部病院（5床）  

行う医療保護入院  霞ケ浦・鹿行  ■県警   休日［8：30－17二00】   など   （一般救急医療相  

整備事業   つくば・県西  ・保健所  24時間精神医療相談窓口なし  談）  ○一般救急医療相談  

・精神保健福祉セン  家族等   輪番制  
ター  土・日・祝日  

など  27民間病院（3床）1圏域1床  
（年3回開催）  平日夜間  

25民間病医院  
1庄（全県）  

栃木県  栃木県精神科救急   ・県医師会   県立岡本台病院  なし   基幹病院   26  県内精神科病院   
（H12～）  医療システム  ・県精神衛生協会（総合  県立岡本台病院（3床）  

病院、大学病院含む）  

・県警  ＊第1次的に県立岡本台病院  
・県消防長会  で受け入れた後、一定期間（1  

・保健所  週間－1ケ月）後に輪番制によ  

・精神保健福祉セン  る後方病院（25病院）へ移院。  
ター  
な′   




